
   富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 の デ ザ イ ン 使 用 に 関 す る 取 扱 要 領  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 の デ ザ イ ン（ 以 下「 デ

ザ イ ン 」と い う 。）を 使 用 す る 際 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ

と に よ り 、 デ ザ イ ン の 適 正 な 活 用 を 図 り 、 本 市 の 下 水 道 に 対 す る 市 民

等 の 理 解 と 関 心 を 高 め 、 本 市 の イ メ ー ジ の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と す る 。  

 （ デ ザ イ ン の 定 義 ）  

第 ２ 条  デ ザ イ ン は 別 図 の と お り と す る 。  

 （ デ ザ イ ン の 使 用 ）  

第 ３ 条  デ ザ イ ン を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 富 士 宮 市 下 水 道

マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 承 認 申 請 書 （ 第 1 号 様 式 ） に 必 要 な 書 類 を

添 え て 、 市 長 に 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

⑴  市 が 主 催 又 は 共 催 す る 事 業 に お い て 使 用 す る と き 。  

⑵  国 又 は 他 の 公 共 団 体 が 公 共 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

⑶  学 校 等 の 教 育 機 関 が 教 育 等 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

⑷  報 道 機 関 が 報 道 又 は 広 報 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

⑸  個 人 が 非 営 利 の 目 的 で 情 報 発 信 を す る た め に 使 用 す る と き 。  

⑹  そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め た と き 。  

（ 使 用 承 認 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審

査 し て そ の 適 否 を 決 定 し 、 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用

承 認 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） 又 は 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン

使 用 不 承 認 通 知 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 当 該 申 請 に か か る デ ザ イ ン の 使 用 が 次 の い ず れ か に 該 当 す

る と 認 め た と き は 、 そ の 使 用 を 承 認 し な い も の と す る 。  

 ⑴  法 令 及 び 公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は 反 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る

と き 。  

 ⑵  市 の 信 用 及 び 品 位 を 傷 つ け 、 又 は 傷 つ け る お そ れ が あ る と 認 め ら



れ る と き 。  

 ⑶  特 定 の 政 治 、 思 想 若 し く は 宗 教 の 活 動 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

 ⑷  自 己 の 商 標 や 意 匠 等 と し て 独 占 的 に 使 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ

が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

 ⑸  そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め た と き 。  

３  市 長 は 、 承 認 に 際 し 、 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

 （ 承 認 内 容 の 変 更 ）  

第 ５ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い

う 。）は 承 認 さ れ た 内 容 に つ い て 変 更 し よ う と す る 場 合 は 、あ ら か じ め

富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 変 更 承 認 申 請 書 （ 第 ４ 号 様

式 ） に 必 要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し

て そ の 適 否 を 決 定 し 、 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 変 更

承 認 通 知 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） 又 は 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン

使 用 変 更 不 承 認 通 知 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 使 用 の 報 告 ）  

第 ６ 条  使 用 者 は 、 デ ザ イ ン を 使 用 し て 製 作 物 を 作 成 し た 場 合 に は 、 速

や か に 、 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 実 績 報 告 書 （ 第 ７

号 様 式 ）及 び 製 作 物 の 完 成 品 を １ 部 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

製 作 物 の 提 出 が 困 難 で あ る と き は 、 そ の 形 状 が 分 か る 写 真 の 提 出 を も

っ て 、 製 作 物 の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。  

 （ 使 用 料 ）  

第 ７ 条  デ ザ イ ン の 使 用 料 は 無 料 と す る 。  

 （ 第 三 者 に 対 す る 承 認 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 使 用 者 に か か る 製 作 物 と 同 一 又 は 類 似 の 物 品 等 に つ い

て 、 使 用 者 以 外 の 者 か ら 富 士 宮 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 承

認 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き に は 、 そ の 承 認 を す る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 使 用 者 は 、 市 長 に 対 し て 、 そ の 承 認 に つ い て 何 ら の



異 議 を の べ る こ と は で き な い 。  

 （ 権 利 設 定 の 禁 止 ）  

第 ９ 条  使 用 者 は 、 デ ザ イ ン に つ い て 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を

新 た に 設 定 し 、 又 は 登 録 し て は な ら な い 。  

２  こ の 要 領 に よ る 承 認 は 、 使 用 者 が 自 己 の 商 標 や 意 匠 と す る な ど 、 独

占 し て デ ザ イ ン を 利 用 す る 権 利 を 付 与 す る も の で は な く 、 か つ 、 使 用

者 や 製 作 物 に つ い て 本 市 が 推 奨 す る も の で は な い 。  

 （ 遵 守 事 項 ）  

第 １ ０ 条  使 用 者 は 、 デ ザ イ ン の 使 用 に あ た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  承 認 さ れ た 用 途 に の み 使 用 し 、 市 長 の 指 示 す る 使 用 条 件 に 従 う こ

と 。  

⑵  定 め ら れ た 形 状 を 正 し く 使 用 し 、 デ ザ イ ン の 改 変 を し な い こ と 。  

 （ 承 認 の 取 消 し ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 デ ザ イ ン の 使 用 が こ の 要 領 又 は 承 認 の 内 容 に 違 反 し  

て い る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 当 該 承 認 を 取 り 消 し 、 そ の 使 用 を 差 し 止  

め 、 又 は 必 要 な 指 示 等 を 行 う こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 差 止 め 又 は 承 認 の 取 消 し を 受 け た 者 に 対  

し て 、 製 作 物 の 回 収 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 責 任 の 制 限 ）  

第 １ ２ 条  市 は 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い 。  

⑴  前 条 の 規 定 に よ る 請 求 等 、 承 認 の 取 消 し 及 び 製 作 物 の 回 収 並 び に

デ ザ イ ン の 使 用 に 関 し 、 使 用 者 に 生 じ た 損 害 又 は 損 失 。  

 ⑵  使 用 者 が 、 デ ザ イ ン の 使 用 に よ っ て 第 三 者 に 対 し て 与 え た 損 害 又

は 損 失 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 デ ザ イ ン を 使 用 す る 際 の 取 扱

い に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

 



   附  則 （ 令 和 元 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 水 道 部 長 決 裁 ）  

 こ の 要 領 は 、 水 道 部 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  



①さくやちゃん

②にじます

③逆さ富士

別図



第１号様式（第３条関係） 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用承認申請書 

 

 年  月  日 

富士宮市長 様 

 

住 所 

申請者 名 称（団体・法人名) 

代表者 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザインの使用について、富士宮市下水道マンホール蓋の

デザイン使用に関する取扱要領第３条の規定により、次のとおり申請します。 

使 用 目 的 
 

使用するデザイン 
 

使 用 期 間 年  月  日 から     年  月  日まで 

使 用 方 法 ・ 

使 用 場 所 等 

 

製 作 数 量 ・ 

印 刷 枚 数 等 

 

添 付 書 類 
１ 使用に際しての企画書等、使用内容がわかるもの 

２ その他 

連

絡

先 

担 当 者 名  

電 話 番 号  

e-mail  

 



第２号様式（第４条関係） 

富下第   号 

年 月 日 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用承認通知書 

 

           様 

 

富士宮市長      印 

 

年  月  日付けで申請のあった富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用に

ついて、次のとおり承認したので通知します。 

承 認 番 号  

使用するデザイン  

使 用 期 間 年  月  日 から     年  月  日まで 

使 用 条 件 

デザインの使用にあたっては、富士宮市下水道マンホール蓋のデザ

イン使用に関する取扱要領を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

富下第   号 

年 月 日 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用不承認通知書 

 

           様 

 

富士宮市長      印 

 

年  月  日付けで申請のあった富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用

について、次のとおり不承認としたので通知します。 

 

 

１ 不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用変更承認申請書 

 

 年  月  日 

富士宮市長 様 

 

住 所 

申請者 名 称（団体・法人名) 

代表者 

 

年  月  日付け富下第  号（承認番号     ）で承認を受けた内容に

ついて、次のとおり変更したいので申請します。 

変 更 内 容 

(変更前) 

(変更後) 

変 更 理 由  

連

絡

先 

担 当 者 名  

電 話 番 号  

e-mail  

 

 

 

 



第５号様式（第５条関係） 

富下第   号 

年 月 日 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用変更承認通知書 

 

          様 

 

富士宮市長      印 

 

年  月  日付けで申請のあった富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用の

変更について、次のとおり承認したので通知します。 

変 更 前 

 

変 更 後 

 

使 用 条 件 

デザインの使用にあたっては、富士宮市下水道マンホール蓋のデザイン

使用に関する取扱要領を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第５条関係） 

富下第   号 

年 月 日 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用変更不承認通知書 

 

 

           様 

 

富士宮市長      印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用

の変更について、次のとおり不承認としたので通知します。 

 

 

１ 不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第６条関係） 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザイン使用実績報告書 

 

 年  月  日 

富士宮市長 様 

 

住 所 

申請者 名 称（団体・法人名) 

代表者 

 

富士宮市下水道マンホール蓋デザインの使用実績について、次のとおり報告します。 

 

承 認 番 号 
 

使 用 目 的 
 

使 用 方 法 
 

製 作 数 量 
 

連

絡

先 

担 当 者 名  

電 話 番 号  

e-mail  

※製作物の完成品を１部（１品）提出してください。製作物の提出が困難であるときは、

その形状、寸法が分かる写真を提出してください。 


